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7調 査研究の総括

(1)調 査研 究の課題

現在、聴覚障害者(現 行の聴覚に係 る適性試験基準を満たすことができない者〉が

運転できる車両は、特定後写鏡(ワ イ ドミラー)の装着によって車両の後方及び運転

者席の反対側の斜め後方 の交通状況の視界が構造上確保 されている専 ら人を運搬す

る構造の普通 自動車に限定 されているため、原動機付 自転車等の二輪車や ライ トバ

ンなどの貨物 自動車 を運転することはできないこととなっている。

本調査研究の課題は、聴覚障害者が運転するにあたって交通の安全 を確保するた

めに、聴覚障害運転者に対するアンケー ト調査及び実車による実験(視界範囲 ・走行

実験)等により、聴覚障害者が安全に運転するた めの技術的補完措置や運転するにあ

たって必要な運転者教育についての検討を行 うことにあった。

(2)研 究の考察

ア ア ンケー ト・ヒア リング調査

○ ワイ ドミラー を使用 して運転 してい る ときは、91.8%の 人が ワイ ドミラー を

活用 して運 転 している。

○ 補聴器 を使 用 して運転 してい る場合 は、安全確認 のた めに情報 をとる手段 と

して、 ドア(サ イ ド)ミラー も活用 して いる人 の割合 が97.2%と 多 くな る。

○ 補聴器 を使 用 して運転 してい る場 合で も、音 を頼 りに運転 してい る人 は31.4

%と 少 ない。

○ 周 りの車の動 きか ら、後 方の緊 急車 両の接近 を察知 して い る人が21.9%い

た。

〇 二輪 車で車線 変更 を行 う場合 の安 全確認 の方法 は、全員 が ミラーの他 、直接

目視 に よ り安全確 認 を行 って いる。

○ 実車実験 にて確認 しなけれ ばな らないよ うな、新 たな危 険場 面の抽 出はで き

なかった。

○ ヒア リング結果 につ いては、ア ンケー ト調査結 果 とほぼ同様 の結果 で あった。

イ 視界調査

○ 平 ボデ ィの貨物車 であって も、後方 を確 認 で きる窓の大き さの制約 を受 けて

いるため、車室内のルー ム ミラー に取 り付 けた補助 ミラー(ワ イ ドミラー)で は、

左側斜 め後 方の 自動車等が確認 で きなか った。

○ 貨物車 について は、車外 の ドア(サ イ ド)ミ ラーに取 り付 けた補 助 ミラー の角

度 を左側 は外側 に、右側 は内側 に調整 す るこ とに よ り、左斜 め後 方及 び真後 ろ

の 自動車等 を確 認す るこ とが できた。

○ 大型 自動二輸車、普通 自動二輪 車、原動機付 自転 車 と小型特殊 自動車 につ い

ては、直接 目視 で左 右 の斜 め後 方の安全確認 を行 った場 合、標 準 ミラー に取 り

付 けた補助 ミラー に よる視界範 囲 を上回 って いた。
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ウ 実 車実1験

○ 左斜 め後方に他 の車(自 動 二輪 車)が い る ときの左 側への車線変 更(進 路変更)

につ いて

【四輪車 】

健聴者 は、運転席 と反 対側 の斜 め後方 に生ず る、 いわゆ る死角部分 に 自動 二

輪車 を走行 させ た場合 には、全 て 自動二輪 車の警 音器やエ ン ジン音 によ り、そ の

存在 を認 知 し危険 な状態 と判 断 して車線変更 を しなか った。
一方

、聴覚 障害者 は、健聴者 と異 な り、警 音器 や バイ クの手 ンジン音 によ り

その存在 を察知す るこ とはできない ものの 、左側標 準 ドア ミラー内 に取 り付 けた

補助 ミラー によ り、15人 中13人 が標 準 ドア ミラー の死角 を走行 す る 自動 二輪車

を認知 し、危険な状態 と判 断 して車線 変更 を しなかった。

なお、聴覚 障害者 の うち2名 が 、補助 ミラー を有効 に活用す るこ とがで きな

か ったため、車線 変更 を行 って しまった。

以 上の結果 か ら、左側標 準 ドア ミラーに取 り付 けた補助 ミラー は、外側 に角

度 をつ け ることによ り、視 界範 囲を広 げ標 準の ドア ミラーの死角 を走行 してい る

車 両の認知 に対 して有効で あるが 、そ の使用方 法 を理解 してい る必 要が あ ると考

え られ る。

【二輪 車 】

健 聴者 、聴覚 障害者 ともに、車線 変更 しよ うとす る側 を直接 目視す るこ とに

よ り、標 準 ミラー の死角 に入 った 自動二輪車 を認知 し、危険 な状態 と判断 して車

線変 更 を しなか った。

以上 の結果 か ら、車線変 更 しよ うとす る側 の標 準 ミラーの死角 につ いては、

直接 目視 に よ り補 うことがで きると考 え られ る。

○ 後 方か ら緊急車 両が接近 してきた場合 の措置 につ いて

後 方か ら緊急 車 両が接近 し、パ トライ トを点灯 した場合 において、時間の長

短 はあ るものの、健聴 者、聴覚障害者 のいず れの被験者 も、右側標準 ドア ミラ
ーに取 り付 けた補助 ミラー によ り

、後方 の緊急 車 両のパ トライ トを認知す るこ

とが できた。

以上 の結果 か ら、右側標 準 ミラーに取 り付 けた補 助 ミラー は、内側 に角度 を
つ けるこ とによ り、真 後 ろの視界 を広 げ、真 後 ろか ら進 行 して くる 自動車等 を

認 知 しづ らい貨物 車であ って も、緊急 車両 の接近 を含 めた真後 ろか ら進行 して

くる 自動車等 を認知す ることがで きると考 え られ る。

○ 車の真後 ろが見 えない場合 の後退(バ ック)に ついて

車の真後 ろが見 えない場合 の後 退について は、バ ックモニ ターがあ る、 な し
にかかわ らず聴 覚障害者 が安全 に行 うことがで きる と考 え られ る。

バ ックモニ ター な しの状態 で、後退 させ た場合 にお いて、車 を降車 して確認

した被験者 について は、安全 に後退す るこ とがで きたが、降車せず に後 退 した



被 験者 にっ いては、 ロー ドコー ンに接触 した。 この ことか ら、車両の後方が確

認 で きない車 両であって も、車両か ら降車 して直接確認 すれば、安全 に後退す

ることがで きる と考 え られ る。 なお、バ ックモニ ター を使 用す ると、 よ り安全

に後退す るこ とがで きるこ とが確認 された。

工 文献調査

四輪車 の外 国の制度調 査 につ いでは、平成14年 度、15年 度 の調査研 究に よ り

既 に調査が な されていた こ とか ら、本調査研 究 において は、二輪車 につ いて のみ

文 献調 査 を実施す ることと した。

調査 した各国 とも、聴覚障 害者 で あって も二輪車 を運転す るこ とがで き、車 両
の大 き さ(排 気量)の 制 限はなか った。 また、標 準の ミラー以外に特別 な技術的補

完措 置は必要 とされて いなかった。

オ 事故調査

○ 小型 特殊 自動車 の総事故件数 は5年 間合 計で1 ,360件 であ り、他 の車種 と比

較 して極 めて少 ない。

○ 貨物 車は乗 用車 に比較 して、車線 変更時 の事故 と後退時の事故 の占める割合

が高 くなって いる。

〇 二輪車 は、他 の車種 と比 較 して車線変更 時の事故 の 占める割合が高い。
○ 平成20年6月 の道路 交通 法改正以後 の1年 間で、新 たに ワイ ドミラー条件で

普通 自動車免 許 を取得 した聴覚 障害者 の事故 の発 生 はない。

(3)総 括

以 上の とお り、車両の後方及び運転席 の反対側 の斜 め後方 の交通状 況の視界(死 角

部 分)が 確保 で きない普通 自動車 につ いて、車室内の特定後写鏡(ワ イ ドミラー)以 外

の技術 的補完措置 として、補 助 ミラー を取 り付 け ることによ り、特定後写鏡(ワ イ ド

ミラー)と 同等 な効 果が得 られた こ と、また、二輪 車の標 準 ミラー の死角部分 につい

て も、直接 目視 に よ り補 うことがで きた。

車の真後 ろが見 えない場合 の後退 に際 して も、安全確認 を十分 に行 えば安全 に後

退す ることがで きる と認 め られ た。

実車 実験終 了後 の被験者 に対す るア ンケー ト及 び ヒア リングにおいて、 「補 助 ミ

ラー は、 よ り大きい方が見やす くな るのではないか」 とい う意 見が あったが、今後
の検 討課題 と考え られる。



提言

今 回 の調査研究で は、車両 の後方及び運転席 の反 対側 の斜 め後方 の交通状況 の視

界(死 角 部分)が 確保で きない普通 自動車 につ いて、車室 内の特 定後写鏡(ワ イ ドミラ
ー)以 外 の技術 的補 完措置 として

、補助 ミラー を取 り付 けるこ とに よ り、特 定後写鏡

(ワイ ドミラー)と 同等 な効果 が得 られ るこ と、また、二輪車 の標準 ミラー の死角部

分 について も、直接 目視 に よ り補 うこ とがで き るこ とが判 った。

この結 果 を踏 ま え、聴覚 障害者 に対 して、特 定後 写鏡(ワ イ ドミラー)を 付 けて も

車 両の後方及び運転席の反対側 の斜 め後方 の交 通状 況 の視界(死 角部分)が 確保で き

ない普 通 自動車 にっいて は、左右 の標 準 ドア(サ イ ド)ミ ラー に補助 ミラー を取 り

付 ける ことで普通免 許で運転 で きる全て の車 両の運 転 を可能 とす る とともに、小型

特殊 自動 車 と二輪 車 につ いては補助 ミラー を取 り付 け るな どの技術 的補完措置 を講

ず るこ とな く、小型特殊 自動 車免許 、原 動機 付 自転 車免許 、普通 自動 ゴ輪免許及 び

大型 自動 二輪免許 の取得 を可能 とす る方 向で検討す べ きである。

ただ し、普 通 自動 車 の車室外 の後写鏡 につ いては、その取 り付 け方法(運 転席の反

対側 の標 準 ミラー 内に取 り付 け る補助 ミラー は外 向き に、運転席側 の標準 ミラー 内

に取 り付 け る補 助 ミラーは 内向 きにそれ ぞれ 角度調整)と 適切 な活 用方法 を運転 者

に対 し的確 に教示 す るこ とが不可欠 であ るこ と、また、小型特殊 自動車 と二輪車 に

ついては、直接 目視 による安全確認 が必 要で ある ことも明 らか とな った。このた め、

制 度の改正 に向けて、今後 、 これ らの教育内容や方 法について更 に検 討が必要で あ

る。
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